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令和６年度第１回福岡地方労働審議会 

 

令和６年１０月２４日（木） 

 

（司会） 

それでは、定刻になりましたので、ただ今から「令和６年度第１回福岡地方労働審議会」

を開会いたします。今回もハイブリッド方式での開催でございます。どうぞよろしくお願

いします。 

議事に入るまでの間、進行を務めます、福岡労働局雇用環境・均等部企画課の山中です。

よろしくお願いいたします。 

最初に、お手元に配布しております本日の審議会資料につきまして、御確認をお願いし

ます。資料の表紙をめくっていただきますと、福岡地方労働審議会委員名簿、その次に配

席図、議事次第、資料目次、資料１－１、資料１－２、資料１－３、資料２－１、資料２

－２、資料２－３、最後に資料３となっております。 

お手元の資料は、揃っておりますでしょうか。 

 

 それでは、本日の定数の確認でございます。 

本日は、公益代表委員の上野委員、労働者代表委員の野田委員、松本委員、使用者代表

委員の別府委員が御欠席でございますが、地方労働審議会令第８条第１項に定められてお

ります、審議会の成立要件である「委員の三分の二以上又は労働者関係委員、使用者関係

委員及び公益関係委員の各三分の一以上の出席」を満たしていることを御報告申し上げま

す。 

なお、本審議会は、公開とし、議事録につきましても発言者氏名を含めて公開となりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

次に「審議会委員の紹介」です。新たに就任いただきました、公益代表１名、使用者代

表２名の皆様を御紹介いたします。 

お名前を呼ばれた委員の方は、その場で一言御挨拶をお願いいたします。 
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公益代表委員の酒匂委員です。 

 

（酒匂委員） 

酒匂でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（司会） 

使用者代表委員の庄崎委員です。 

 

（庄崎委員） 

庄崎でございます。今年度からの就任となります。よろしくお願いいたします。 

 

（司会） 

使用者代表委員の半田委員です。 

 

（半田委員） 

半田でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（司会） 

ありがとうございました。 

それでは、福岡労働局長の小野寺から御挨拶を申し上げます。 

 

（小野寺労働局長） 

本日は、大変お忙しい中、令和６年度第１回福岡地方労働審議会に御出席いただき、御

礼申し上げます。 

 また、委員の皆様方には、日頃から労働行政の推進につきまして、御支援、御協力を賜

り、深く感謝申し上げます。 

 本日の審議会では、主に令和６年度の福岡労働局地方労働行政運営方針の推進状況等に

ついて、御意見等をいただくこととしています。 

 冒頭に私から概略的に２点ほど申し上げます。 

 １点目は「持続的な賃金引上げに向けた取組の推進」です。 
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 持続的な賃金の引き上げは政府においても最重要課題の一つであり、本年２月２８日に

は政労使を含め、関係機関の皆様に御参集いただき、チャレンジふくおか「働き方改革推

進協議会」（福岡政労使会議）を開催し、適切な価格転嫁と生産性の向上の促進を通じて

県内企業の持続的な賃上げを実現するための取組の方向性を確認したところです。 

こうした中、御承知のとおり、福岡県最低賃金は１０月５日から９９２円と昨年から５

１円の引き上げとなりました。 

賃上げについては、特に地域の中小、小規模事業所においても労務費を含む適正な価格

転嫁が進み、持続的に賃上げができる環境を作っていくことが重要であり、中小企業をは

じめ、企業の皆様に関係支援策について分かりやすくお伝えし、利用促進を図ることが不

可欠です。 

こうしたことから、本年４月からは九州経済産業局とも連携し、賃金引き上げに向けた

ワンストップの支援体制を構築するとともに、福岡労働局の支援策だけでなく、国、関係

機関の支援策を網羅的に一覧化したリーフレットを作成、ホームページに掲載する等の対

応を行ったところです。 

加えて、引き続き、「価格転嫁の円滑化に関する協定」の締結団体と協力し、価格転嫁

の状況に関する情報収集と発信、価格転嫁の円滑化に関する支援情報等の周知などにも取

り組んでまいります。 

２点目は、「多様な人材の活躍・人材確保に向けた取組の支援」です。 

 県下企業における人手不足感が高まる中で、これまで以上にハローワークが一丸となっ

て企業の皆様に対する伴走型の求人充足支援に取り組むなど、人材確保策を更に強化して

いくこととしています。 

特に、４月からは、卸売・小売業、運輸業をターゲットに、ハローワーク福岡東におい

て、障害のある方々の特性と適切な仕事のマッチングにより障害者の戦力化を図り、企業

の人材確保と障害者の活躍促進を目指す「福岡モデル」を創設し、試行実施を開始しまし

た。 

本事業については女性や高齢者、外国人材等にとどまらない、多様な人材が活躍できる

社会の実現を通じて人手不足を克服していくことを目指すもので、障害者の戦力化が企業

にもたらす事業効果等を評価した上で横展開を図っていくこととしています。 

 そのほか、男女ともに育児に関わることができる環境整備や、長時間労働の更なる抑制、

全ての労働者が安全で健康に働くことができる環境整備、ハラスメント防止などを含め、
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働き手に選ばれる魅力ある職場づくりを支援するとともに、この秋施行を予定しているフ

リーランス・事業者間取引適正化法の周知啓発などを含めまして、地域の総合労働行政機

関として皆様の期待に応えるために、適切に業務を推進していくこととしています。 

以上、申し上げました、労働基準行政、職業安定行政、雇用環境・均等行政など各行政

分野におきます行政展開を労働局一丸となって取り組んでまいりたいと考えております。 

実効ある取組とするためには、何より皆様方の御理解、御協力が大変重要でございます

ので、引き続き、御支援を賜りますようお願い申し上げます。 

この後、各部長から、各施策につきまして具体的に御説明申し上げますが、委員の皆様

方からの御指摘等を行政運営に生かしてまいりたいと考えております。 

限られた時間ではありますが、忌憚のない御意見等をどうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 

（司会） 

 続きまして、労働局の幹部を紹介させていただきます。 

 総務部長の中山でございます。 

 

（中山総務部長） 

 中山です。よろしくお願いいたします。 

 

（司会） 

 雇用環境・均等部長の新納でございます。 

 

（新納雇用環境・均等部長） 

 新納です。よろしくお願いいたします。 

 

（司会） 

 労働基準部長の田村でございます。 

 

（田村労働基準部長） 

 田村です。よろしくお願いいたします。 
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（司会） 

 職業安定部長の中野でございます。 

 

（中野職業安定部長） 

 中野です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（司会） 

それでは、山下会長から御挨拶をいただきたいと存じます。 

 

（山下会長） 

 会長の山下でございます。よろしくお願いいたします。 

 特段あいさつということではないですが、現在、私が考えていることについてお話しし

ます。 

私が社労士会の講師などに行った際に話している内容ですが、大型の２種免許、それか

ら、自動車教習所の教習員、検定員と、そういったいろいろな資格があるかと思います。 

これらは通常、資格取得の際に会社が貸付けをした上で、３年ぐらい働いてくださいね

というような約束をした裁判例があるわけです。 

 これについて、じゃあ法律はどうなっているのかというと、労働基準法の１６条という

ところに違約金の定めというか、損害賠償の予定をするなというふうに書かれていて、こ

の条文を使って、誰が負担するかということを裁判所が判断するということになります。 

 つまりこれが労働契約の継続を強制しているのかどうかという、そういう観点から判断

して、２種免許に関しては、基本的にはどこに行っても使える汎用性のある国家資格なの

で、大体２０万から３０万ぐらいかかっているんですけども、その費用については、基本

的に労働者が負担すると。３年以内に辞めた場合については、返還ということの話をした

ところですね。 

 ただ、この労基法の１６条はですね、もともとはそういうところに使う予定のものでは

多分ないんですけども、平成１０年ぐらいからは海外留学費用の返還請求という、数百万

単位の返還請求のところで１６条が使われるようになって、それが通常の資格のところに

最近ちょっとちらほらと出てきているということになります。 

 労働基準法上の問題ですので、これは労働基準監督署や労働基準監督官に相談に行って
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もですね、恐らくは判断しにくいだろうと思います。つまりこの返還の契約がどういう性

質なのかという、契約の性質決定をするということになりますので、なかなかこの辺りは

難しいところだと思います。 

 社労士さんにそういう話をするとですね、うちの会社でも建築士の資格を取るための補

助をしているんだけど、これはどうしたらいいだろうかって話がちらほらとやっぱりでて

きている。海外留学の場合ですと、多くのケースは大体本人が負担せよということになっ

ていて、一部返還を認めないというものもあります。 

 ただ、今、申し上げたとおり、今後、多分、資格取得等についてですね、積極的に企業

が投資する際に、教育訓練給付などのような雇用保険の仕組みであるとか、２事業の助成

金で支援するということになるんですけど、最終的にじゃあそのお金は誰がどう負担すべ

きなのかという根本的な問題は、法律の解釈上の問題としてまだ残っていてですね、私も

相談を受けても明確に答えられないという、そういう問題があります。 

 何らかの形で分担することが望ましいんだと思いますけども、今後は労働移動が盛んに

なるであるとか、個人で教育訓練をもっとやろうとかという時代に変わっていくとですね、

もうちょっとやっぱりきちんとルールを設定しておく必要があるのかなというふうには思

っております。 

 ただ、この審議会でなかなかそういう話にまでは多分ならないと思いますので、私もお

いおい裁判例を見ながら、いろいろ考えていきたいというふうに思っております。 

 後で出てきますように、リスキリングに関するような政策の動きもありますので、そう

いったことを含めてですね、今後の福岡の労働行政について、今日、皆さんからいろいろ

と御意見をいただければというふうに思います。 

 では、本日はよろしくお願いします。 

 

（司会） 

 ありがとうございました。 

 それでは、以後の議事進行につきましては、山下会長にお願いいたします。 

 山下会長、よろしくお願いいたします。 

 

（山下会長） 

 では、ただいまから私のほうで議事を進行させていただきます。よろしくお願いいたし
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ます。 

 それでは、議事の１ということで、部会の委員及び臨時委員並びに専門委員の指名につ

いてということです。 

 今般の部会の委員及び臨時委員並びに専門委員の交代がありました。地方労働審議会令

第６条第２項において、部会に属すべき委員、臨時委員、それから専門委員は会長が指名

すると規定されております。 

 資料１に、労働災害防止部会委員名簿（案）とそれから家内労働部会委員名簿（案）、

それから関門港湾労働部会委員名簿（案）を準備しておりますので、御確認ください。 

 交代した委員につきましては、黄色で色づけをしております。 

 各部会の委員、臨時委員並びに専門委員につきましては、この名簿のとおりに指名させ

ていただきたいと思いますけども、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

（山下会長） 

 特に御異議はなかったということで、ありがとうございます。それでは、この名簿の委

員を指名させていただきます。 

 次に、議事の２ということで、令和６年度福岡労働局施策の概要についてです。 

 こちらは事務局のほうから御説明をお願いいたします。 

 

（中山総務部長） 

 総務部長の中山でございます。 

 私からも委員の皆様に対しまして、福岡労働局の業務に対します格別の御理解と御協力

につきまして、この場をお借りして厚く御礼を申し上げます。 

 それでは、まず、資料２－１「今年度の重点施策のポイント」について説明させていた

だきます。恐縮ですが、着席して説明させていただきます。 

 労働局におきましては、厚生労働省として法令等に定められました所管行政事項を毎年、

的確・着実に実施していく必要があるところですが、社会情勢に即した重点施策というも

のも毎年度設定して対応しております。 

 また、昨年度の御議論の中で「その年度の変化に即したポイントは何であるのか」との

御指摘がありましたので、資料２－１を作成しまして、御説明するものでございます。 
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 現下におきましては、福岡労働局のテーマとしまして、大きく３テーマ、①持続的な賃

金引上げに向けた取組の推進、②多様な人材の活躍・人材確保に向けた取組の支援、③魅

力ある職場づくりの支援強化を策定いたしまして、メリハリのある取組を実施しておりま

す。また、最後に④その他を掲げておりますが、こちらも重点施策として取り組んでおり

ます。 

 まず一つ目、持続的な賃金引上げに向けた取組の推進ですが、我が国にとりましては、

デフレーション経済による好ましくないスパイラルから脱却して、持続的な経済成長を図

っていくことが肝要であり、「令和５年度から継続」に４点掲げておりますが、福岡労働

局としましては、適切な価格転嫁と生産性の向上を促進して、持続的な賃上げの実現、政

労使含めた関係機関が連携した賃上げの機運醸成（価格転嫁の円滑化に関する協定の締結

団体等と協力）、業務改善助成金、キャリアアップ助成金をはじめとした各種支援策の積

極的な周知、同一労働同一賃金の遵守の徹底という内容を主としまして、取組を継続して

おります。 

 関係機関の連携という点では、令和５年２月に当局、福岡県庁、九州経済産業局などの

行政機関、福岡県経営者協会様、福岡県商工会議所連合会様などの産業団体、そして、連

合福岡様の労働団体、産官労１３団体で価格転嫁の円滑化に関する連携協定を締結いたし

まして、街頭行動ですとか、事業主への働きかけなど、連携した取組を継続して行ってい

るところでございます。 

 業務改善助成金、キャリアアップ助成金等の助成金につきましては、この持続的な賃上

げをサポートする性格を持つ助成金でありまして、事業主が一定の要件を満たした設備投

資や雇用している労働者の措置等を行っていた場合に支給するもので、特に業務改善助成

金につきましては、福岡では中小企業の皆様から積極的な申請をいただき、全国トップク

ラスの支給件数となっているところでございます。 

 同一労働同一賃金の遵守につきましては、我が国におきましては、いわゆる正規労働者

と非正規とされる労働者の処遇の均衡を図り、先進国として多様な働き方を可能とするこ

とが必要となっているものであり、根拠法令としましては、パートタイム・有期雇用労働

法等がございます。雇用の形態にとらわれることのない良質な労働環境の構築が我が国に

とって重要であるという観点で取り組んでおります。 

 その上で、令和６年度新規でございますが、関係機関と連携した中小企業の賃金引上げ

に向けた支援体制の強化（働き方改革推進支援センターとよろず支援拠点が連携した売上
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拡大・賃上げ相談ワンストップ窓口の開設）を今年度から実施しております。 

 これは福岡が先進的といえるものですが、中小企業庁が委託設置しておりますよろず支

援拠点に、厚生労働省が委託設置しております働き方改革推進支援センターのスタッフが

定期的に赴きまして、中小企業事業主の皆様の賃金引上げに係る相談・支援要望等にワン

ストップ、一つの場所で事が足りるという取組を実施しております。 

 次に「②多様な人材の活躍・人材確保に向けた取組の支援」でございます。 

 令和５年度から継続して３点、人手不足分野におけるハローワーク人材確保対策コーナ

ーを中心とした支援の推進、ハローワークのコンサルティング機能強化（求人充足と雇用

管理改善の一貫した支援体制の強化）、人手不足分野に係る関係機関、業界団体と連携し

たマッチング支援を主として掲げております。 

 少子・高齢化の急激な進行による我が国の人口構造の変化と、我が国の産業力とを比較

すれば、これから先、恒常的に人手不足の問題が生じるものと考えられます。人材確保対

策の概要ですが、職業安定行政では、対象を具体的に定めて的を射ていくという手法を多

くとっておりますが、今後大幅な需要拡大が見込まれる看護、介護、保育分野など、社会

保障関係分野や、構造的に入職者が減少傾向にある建設分野などを主要対象に置いた対策

となっており、雇用管理の改善支援、求人と求職のマッチング支援、能力開発支援、非正

規雇用労働者の正社員化支援などを進めているものでございます。 

 ハローワークのコンサルティング機能強化につきましては、職員のコンサルティング能

力の向上などを通しまして、求職者、また求人事業場が満足の高い、また継続性のある結

果を得ていただくことを目指して対応しているものであります。 

 その上で、令和６年度新規でございますが、「人材コネクトチーム」による課題解決型

支援モデル事業を実施、「障害者」の戦力化を通じて、人材確保と企業成長を目指す「福

岡モデル」の創設の２点を主に掲げております。 

 課題解決型支援モデル事業の概要でありますが、これはハローワークでは大変厳しい国

家公務員の定員状況の関係から、やむを得ず非常勤職員による対応を行ってきた業務も数

多くあったところであり、このために生じてしまう問題等というものもあったところです

が、今一度、常勤職員による行政効果をしっかり提供させていただくことが重要ではない

かという観点から、今年度、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫、福岡の六つの労働局にお

いて、この事業が実施されることとなったものであります。 

 福岡では、ハローワーク福岡東をこのモデル事業の安定所といたしまして、地場産業な



 -10- 

ど地域の人材確保支援ニーズが高い企業に対するコンサルティングを含む、きめの細かい

支援を進めているところであります。 

 「障害者雇用に係る福岡モデル」につきましては、これも的を定めるという観点で、小

野寺局長からの具体的な指示に基づくものでありますが、ハローワーク福岡東で先行的に

実施しております。「雇用を検討したいが、どのような業務を任せられるのか分からない」

といった事業場に対しましては、先進企業の見学などを勧奨しまして、実際に雇用のイメ

ージをつかんでいただく。一方で、障害者の方が働くイメージを持てず、雇用は難しいと

考えている事業場に対しましては、業務委託や施設外就労などの形によりまして、福祉事

業所に所属する障害者の方に仕事を担ってもらうことなどを提案するといった事業であり

ます。 

 以上が②でございます。 

 次に、③魅力ある職場づくりの支援強化でございます。 

 「令和５年度から継続」に５点、働き方改革の更なる促進、長時間労働の更なる抑制、

全ての労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備、男女とも育児に関わることが

できる環境の整備、総合的なハラスメント対策の推進を主に掲げております。 

 働き方改革につきましては、もう既に５年以上継続している政策でありますが、我が国

の労働生産性を引き上げ、短い労働時間で価値の高い生産を上げていく。そのことによっ

て好循環の創出、生み出された時間を人生の価値を高める時間に充てていただく。若い世

代の人たちに未来に希望が持てる状況を創り出す。さらに出生率も向上させていくなどを

主眼としていくものでございます。 

 また、いわゆるハラスメントにつきましては、人権の侵害のみならず、コンプライアン

スに反するものとされ、今時においては積極的に防止していくものとされております。セ

クハラ、パワハラに加え、近年ではカスタマーハラスメントなども問題となっております

が、法令の整備などによりまして、労働局としてこれを防止していく取組を行っておりま

す。 

 その上で「令和６年度新規」として２点、時間外労働上限規制適用業務について、法の

履行確保及び適切な労務管理に向けた支援、改正育児・介護休業法の円滑な施行と改正内

容の周知を主に掲げております。 

 御承知のとおり、２０２４年問題等と取り上げられてきました運輸業、建設業、医療業

における時間外労働上限規制の全面適用でありますが、この４月１日から施行となってお
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ります。事業主の皆様に法令を遵守していただくということはもとよりでありますが、ど

のようにすれば遵守ができるかというような観点から、好事例の事業場を表彰するなどの

支援の対応にも取り組んでいるところでございます。 

 育児・介護休業法等の改正法につきましては、本年５月の国会で成立し、大きく、子の

年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務

の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援

制度の強化等の三つの内容がありまして、改正内容のほとんどが来年令和７年４月１日の

施行となっております。現在、円滑な法施行に向けた取組を進めております。 

 最後、④その他でございますが「令和５年度から継続」として、労働保険の収納率向上、

労働保険の未手続事業一掃対策の推進を挙げております。労働保険制度の健全な運営は、

労働行政における最重要のミッションの一つであります。これにつきましては、後ほど総

務部関係業務の中で御説明させていただきます。 

 「令和６年度新規」に４点、死亡災害撲滅に向けた周知啓発の強化、建設業、製造業を

対象とした監督指導の強化、フリーランス・事業者間取引適正化等法の周知啓発、雇用保

険制度の円滑な施行と改正内容の周知を掲げております。 

 死亡労働災害は大変痛ましいことでありますが、残念なことに令和５年の暦年において

は、福岡局管内で３３名の方が貴い命を落とされてしまいました。令和４年からは１３名

増加ということでもあり、労働局として大きな危機感を持って対策を講じております。本

年は９月末の時点で昨年より７名の減とはなっておりますが、恒常的に死亡災害の撲滅に

向けて取り組んでまいります。 

 いわゆるフリーランス新法につきましては、もう１週間後でありますが、１１月１日か

ら施行となります。発注事業者側の皆様におかれましても、義務事項や禁止事項が定めら

れることとなります。 

 例えば、１か月以上の業務委託を行った場合には、受領拒否ですとか不当な変更・やり

直し指示など、七つの行為が禁止行為とされております。フリーランスの方は、基本的に

は労働法の対象とはならない方々でありますが、厚生労働省は新法所管庁の一つでありま

すので、所要の取組を行ってまいります。 

 最後に、雇用保険制度の改正でございますが、改正内容によって施行時期が区々となっ

ているところですが、来年４月１日から施行される主なものとしましては、まず自己都合

退職者の給付制限期間に係る改正がございます。改正前は自己都合退職の場合は原則２か
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月間の給付制限期間が設けられていたところですが、来年４月１日からは所定の教育訓練

を受講する場合には制限期間なし、それ以外の場合でも原則１か月の制限期間に改正とな

ります。 

 また、雇用保険の給付に関して、出生後休業支援給付、育児時短就業給付が新たに創設

されます。 

 なお、雇用保険の加入対象者を拡大する改正につきましては、令和１０年１０月１日、

今から約４年後の施行予定とされているところでございます。 

 以上、大変駆け足の説明となり恐縮でございますが、資料２―１の説明でございました。 

 

（新納雇用環境・均等部長） 

 雇用環境・均等部長の新納でございます。 

 日頃から雇用環境・均等行政の推進につきまして、格別の御支援、御協力を賜り、厚く

御礼申し上げます。 

 私からは今の総務部長の説明を踏まえまして、令和６年度における雇用環境・均等行政

の施策につきまして、ピックアップして御説明いたします。資料は２－２、主に３ページ

になります。恐縮ですが、着座にて説明させていただきます。 

 まず、賃金の引上げに向けた支援、非正規労働者の処遇改善について説明いたします。 

 生産年齢人口が減少していく中、企業が持続的に成長していくためには、通常の労働者

のみならず、短時間・有期雇用労働者や派遣労働者など雇用形態に関わらない公正な待遇

の確保や人手不足への対応として魅力ある職場づくりは大切です。 

 同一労働同一賃金を一層徹底するため、引き続き労働基準監督署と連携して、正規雇用

労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差が解消されるよう、パートタイム・有

期雇用労働法に係る履行確保に取り組んでまいります。また、同一労働同一賃金への企業

の取組事例などを掲載しているサイト、多様な働き方の実現応援サイト、こちらの活用を

周知しております。 

 令和６年１０月からは社会保険の適用対象者が拡大し、最低賃金も引き上げられており

ます。パートタイム労働者の賃金が上がっても、いわゆる年収の壁による就業調整を行う

ことなく働き続けられるよう、引き続き年収の壁・支援強化パッケージの支援内容の周知

を行ってまいります。 

 また、売上拡大・賃上げ相談ワンストップ窓口は４月に開設し、月２回開催していると
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ころです。今後、このワンストップ窓口の利用拡大に向けまして、引き続き周知してまい

ります。 

 なお、適切な価格転嫁と生産性の向上を促進し、持続的な賃上げを実現するため、賃上

げの機運醸成、環境整備を議題といたしまして、令和６年２月、地方版政労使会議として、

チャレンジふくおか「働き方改革推進協議会」を開催し、政労使含めた関係機関が連携し

て、労務費を含む価格転嫁・賃上げの機運醸成に努めていくことを確認したところでござ

います。 

 今年度も引き続きまして、賃上げの機運醸成等の推進を図るため、来年１月に知事を含

む政労使のトップに御出席いただき、地方版政労使会議を開催する予定としております。 

 次に、多様な人材の活躍と魅力ある職場づくりについて説明いたします。 

 女性活躍推進法は令和７年度末で失効いたしますが、現状では男女の賃金の差異が大き

く、女性管理職の割合も国際的に見て低い水準となっております。 

 ８月に公表されました雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書におきま

しては、女性活躍推進法の１０年間の期限の延長、男女間賃金差異の情報公表の在り方、

月経・不妊治療・更年期等の女性特有の健康問題への取組、いわゆるカスタマーハラスメ

ント、就活ハラスメント等を含めましたハラスメント対策の方向性などが盛り込まれてい

るところです。 

 本報告書を受けまして、今後、労働政策審議会におきまして、必要な検討を行うことと

されております。こちらにつきまして、新しい動きがございましたら、適宜皆様方へお知

らせしてまいりたいと考えております。 

 男女の賃金差異の公表におきましては、その原因の分析、背景、差異の解消に向けた取

組なども公表すべき数字とともに公表していただくことが肝要とされております。賃金差

異の公表に当たりましては、このような望ましい在り方も含めまして、適切な公表が図ら

れるよう、企業への働きかけ、あるいは指導を行ってまいります。 

 また、令和５年に閣議決定されましたこども未来戦略等におきまして、男性の育児休業

取得促進を加速的に進めるべき施策と位置づけられております。その中で男性の育児休業

取得率につきましても、２０２５年までに５０％、２０３０年までに８５％という目標が

掲げられております。 

 育児・介護休業法は、育児休業法として成立して以来、幾度も改正されておりまして、

令和４年１０月からは原則１歳までの育児休業を分割、つまり２回取得することが可能と
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なったり、産後パパ育休の導入などが実施されているところでございます。 

 令和７年４月１日から段階的に施行されます今回の改正育児・介護休業法の内容でござ

いますが、男性の育児休業取得率の公表義務を負う企業を現在１,０００人を超える企業

の規模から３００人を超える企業へ拡大、子の看護休暇制度の対象年齢や利用事由の拡大

などが盛り込まれているところでございます。 

 なお、当局が１,０００人超ということで把握している企業につきましては、現在、全

て公表済みと把握しております。 

 今回の改正事項と併せまして、前回の改正事項である産後パパ育休など、男性の育児休

業取得促進に向けた支援策などの周知に引き続き取り組んでまいります。 

 併せまして、次世代育成支援対策推進法も改正されまして、こちらも適用期間が１０年

延長されたところでございます。また、内容といたしましては、一般事業主行動計画に企

業内の育児休業取得率の数値分析やこれを踏まえた数値目標設定等が義務となるなど、よ

り実効性の確保が求められるような取組が盛り込まれております。 

 行動計画策定等が義務づけられる企業につきましては、改正内容の周知、個別相談など、

円滑な施行に向けた取組を行う予定にしております。 

 ハラスメント防止対策といたしましては、１２月がハラスメント撲滅月間とされており

ます。その期間におきまして、関係機関及び労使団体と連携いたしまして、街頭活動を行

う予定としております。 

 また、本年１１月からはフリーランスの就業環境を整備するため、特定受託事業者に係

る取引の適正化等に関する法律が施行されます。この施行に向けまして、局全体で新法の

周知を図ってまいりましたが、法施行後は、局内だけではなく、同法を所管する他省庁と

も連携を取りながら、履行確保を図ってまいります。 

 最後になりましたけれども、当局の総合労働相談に寄せられる労働相談件数は、１８年

連続で４万件を超えているところでございます。この労働相談には法令の問合せも含まれ

ております。相談対応に当たりましては、引き続き、丁寧、迅速、適切な対応を図ってま

いります。 

 具体的には、労使間のトラブルに係る相談の解決に向けては、行政サービスである紛争

解決援助の活用や、あるいはハラスメント対策を講じていないとか、あるいは妊娠等を理

由とした不利益取扱いを受けたなど、法違反が疑われる内容の相談につきましては、必要

に応じて行政指導を実施しているところでございます。 
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 以上、雇用環境・均等行政に関する主な施策説明とさせていただきます。 

 

（田村労働基準部長） 

 労働基準部長の田村でございます。 

 委員の皆様方には常日頃より基準行政の運営に当たりまして、御教示を賜り、また御協

力をいただいておりますことに御礼を申し上げます。 

 私からもただいまの資料の２－２、福岡労働局地方労働行政運営方針、これを用いて説

明をいたします。４ページに労働基準行政の現状の課題を示し、次の５ページに課題につ

いての施策を記載しております。それでは、着座にて説明いたします。 

 まず、４ページを御覧いただきまして、課題として３点掲げております。初めに賃金関

係について御説明いたします。 

 政府方針をはじめとして、持続的な賃金の引上げが求められている中、令和６年度の福

岡県最低賃金は、過去最大の５１円の引上げとなり、時間額９９２円として、今月１０月

５日から改定をしております。また、特定最低賃金につきましても、福岡県には５業種ご

ざいますが、先般、５業種の特定最低賃金はいずれも結審となりましたので、こちらは本

年１２月１０日から改定となる予定でございます。 

 引上げ額が過去最大となったこと、また、近年は３０円台、４０円台、５０円台という

引上げ額が続いていることから、経営者の方々、特に中小・小規模事業者の中には賃金引

上げ分の原資の確保に困難を要している事業者も少なからずおられるものと思われます。

こういった事情から、課題として中小・小規模事業者に対する最低賃金額の周知や、賃金

引上げの支援、さらには最低賃金額の履行確保を図る必要性を掲げています。 

 具体的な施策としましては、５ページを御覧いただきまして、賃金の引上げ支援につき

ましては、業務改善助成金のほか、各種助成金の紹介や、設備投資や省力化投資などによ

る売上拡大や経営改善に対する相談支援などを網羅した支援策パッケージの周知に努める

とともに、賃上げの好事例や業種、職種ごとの平均的な賃金額の紹介、そのほか各種支援

策などを盛り込んだ賃金引上げ特設ページを開設して、事業者における賃金引上げに係る

支援を行っているところでございます。 

 また、大幅な引上げとなった最低賃金の周知につきましては、各自治体や交通機関の主

要ターミナル、学校、ショッピングセンターなどにて周知等の御協力を得ているほか、こ

こにおられます労使委員の所属団体等にも御協力をいただくなどして、県内の関係者に確
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実に周知すべく取り組んでいるところであります。 

 加えて改定した最低賃金が遵守されますよう、履行確保を図る観点から、未満率の高い

業種などを対象に年明けの１月と２月に局内全ての労働基準監督署において監督指導を実

施することとしております。 

 続きまして、課題の２、長時間労働の抑制に移らせていただきます。 

 長時間労働の抑制につきましては、これまでも最重要課題として取り組んできたところ

です。ここ２年ほど前までは新型コロナによる経済活動の停滞や、令和元年から始まりま

した時間外労働の上限規制、こういったことにつきまして、各事業者の皆様が真摯に取り

組んでいただいたこともあり、１か月当たり８０時間を超える違法な時間外・休日労働は

減少傾向となっていました。 

 しかしながら、管内の労働基準監督署には長時間労働や過重労働に係る相談が依然とし

て多く寄せられており、また８０時間超えの法違反も一昨年は増加に転じたところであり

ます。 

 その下を御覧いただきますと、長時間労働を主因とする脳・心臓疾患に係る労災請求件

数、認定件数のいずれも増加しているところでございます。 

 これらの課題に対する施策としまして、５ページの施策２を御覧願います。 

 長時間労働の抑制に向けては、本年度も大きく二つの手法を採ることとしております。 

 一つは、監督指導の実施です。 

 労働局や監督署に寄せられる各種情報の中から、長時間労働が疑われる事業場を把握し

た場合には、過労死等に係る労災保険請求が行われた事業場に対し、これまでと同様、過

重労働による健康障害防止に重点を置いた監督指導を実施してまいります。 

 二つ目には、過労死等防止啓発月間を設定しての取組です。 

 本年度においても１１月を過労死等防止啓発月間と位置づけ、各種取組を集中的に行う

こととしており、昨年度、多数の方に御来場いただきました過労死等防止対策推進シンポ

ジウムを博多駅筑紫口側にございますオリエンタルホテル福岡にて来月の１１月１日に開

催し、実際に御家族を過労死で亡くされた方の体験や、過労死等防止策の取組に触れた講

演をいただくこととしています。 

 翌日の１１月２日には、福岡労働局内に過重労働解消相談ダイヤルを設置し、九州全県

における過重労働をはじめとする相談を受け付けることとしております。 

 さらに、労務管理の改善に意欲的に取り組んでいる事業場をベストプラクティス企業と
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して選定し、労働局長が訪問して、事業者から長時間労働の削減に向けた取組などをお伺

いすることとしております。本年度は上限規制の対象となった業種の中から地場の建設会

社を選定して訪問することを予定しており、その内容はホームページにて広く県内に周知

してまいります。 

 今年４月から時間外労働の上限規制が適用となった業種等の事業場に対しては、監督指

導により法の履行確保を徹底することと併せて、個別に事業場を訪問しての労働時間に係

る法令の説明や相談対応などを行います。 

 また、道路貨物運送業につきましては、荷主企業に対して、恒常的な荷待ち状態の改善

等についての要請を関係省庁と連携して実施するなど、引き続き事業場の置かれている状

況を把握しながら、側面からの支援も行うこととしております。 

 続きまして、４ページに戻っていただきまして、課題の３、労働者が安全で健康に働く

ことのできる環境整備についてです。 

 まず、令和５年における福岡県管内の労働災害状況につきましては、死亡者数は３３人

で、令和４年よりも１３人増え、また、休業４日以上の死傷者数につきましても、６,０

７７人で、令和４年より３４９人増加となり、いずれも増加となりました。 

 各災害の内訳を見ますと、死亡災害では、建設業、製造業で６割を占め、事故の型別と

しましては、墜落・転落、はさまれ・巻き込まれの順で多く発生しております。 

 死傷災害につきましては、製造業が最も多く、次いで小売業や陸上貨物運送業、社会福

祉施設の順で多く発生し、事故の型別では、転倒や無理な動作による腰痛の順で多く発生

しております。 

 また、発生年齢としましては、６０歳以上の高年齢労働者が災害全体の約３割を占めて

いることも特徴として挙げられます。 

 次に、健康確保対策に係る課題としましては、精神障害による労災請求件数及び認定件

数が増加する中、メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合は、５０人以上の比較的大

きな事業場では９割を超えているのに対し、５０人未満の小規模事業場では約３割にとど

まり、取組が低調となっております。 

 これらの課題につきましては、５ページのほうを御覧いただきまして、施策としまして、

まずは今年２年目となります第１４次労働災害防止計画を基軸に、労働災害防止の取組を

進めているところであり、加えて災害と業種に絞って取り組むことを目的としたプラスＳ

ａｆｅ協議会の開催、昨日もこの協議会を開催して、県内でチェーン展開をしているスー
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パーに実地見学並びに転倒災害の防止策などを、同じ業界の方々と共有したところでござ

います。 

 そして何より、尊い命を守るべく、死亡災害を何としても防ぐ必要があるとして、本年

度は「ＳＴＯＰ！死亡災害 安全第一 再考運動」を災害防止団体や業界団体の御協力も

得ながら、死亡災害の撲滅への取組を呼びかけ、展開しているところでございます。 

 さらに、死亡災害の多い建設業、製造業に対しては、各現場を中心に監督指導の実施件

数を増やすなど、死亡災害の発生を未然に防止するべく努めているところでございます。 

 健康確保対策としましては、メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を引き上げ、

特に今後義務化が予定されています小規模事業場のストレスチェックの実施割合を増加さ

せるため、メンタルヘルス対策セミナーを開催しての周知や、個別に事業場を訪問しての

指導などに取り組んでいるところでございます。 

 雑駁ですが、説明は以上となります。労働基準行政、今後とも委員の皆様の御協力や御

理解をいただきながら推進してまいりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

（中野職業安定部長） 

 引き続きまして、職業安定行政の施策の概要を御説明させていただきます。 

 資料といたしましては、６ページから７ページでございます。 

 まず初めに、委員の皆様方におかれましては、日頃から労働行政、とりわけ職業安定行

政の推進の御協力をいただいておりますこと、この場を借りて感謝を申し上げます。 

 説明は着座にて行わせていただきます。 

 ６ページでございますけれども、こちらは現状と課題でございますが、職業安定行政の

課題は大きく三つございます。 

 一つ目は、人材確保支援の強化ということで、昨今の人材不足に対しまして、ハローワ

ークの本来の基本の業務でありますマッチングを強化して、１人でも多くの就職支援と求

人充足を行っているところでございます。 

 それから、課題２でございますが、多様な人材の活躍促進ということで、昨今では女性

の活躍、それから高齢者、障害者、こういった方が職場のほうにどんどん出ていくことで、

多様な人材をマッチングしていくことも一つの重要な施策としてやっているところでござ

います。 
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 それから三つ目は、リスキリングによる能力向上支援ということで、それぞれ能力開発

も含めまして、特に、リスキリング分野に関しまして、職業訓練などを通じて、企業の支

援あるいは求職者の支援ということを行っているところでございます。 

 細かい説明につきましては、７ページのほうを御覧ください。 

 まず、施策１のところでございますけれども、人材確保対策・求人充足支援ということ

でございまして、こちらは先ほどからお話ししているように、全国的に人材不足感が顕著

となっている医療、介護、保育、建設、警備、運輸分野などの職種につきましては、こち

らハローワークに人材確保対策コーナー、これを設置しまして、これは４か所のハローワ

ークにあるわけですが、そこを中心といたしまして、全てのハローワークにおいて、ここ

にありますような事業所セミナーですとか、見学会、あるいはこれは面談会ですね、これ

は仕事への理解を求職者にしていただきながらマッチングを図っていくというようなこと

でございまして、こういったところを尽力してやっているところでございます。 

 また、来年の１月には、新たに建設、警備、運輸分野合同の就職フェアというものを開

催する予定としておりまして、こちらにつきましても、今後周知をしていきたいというふ

うに考えております。 

 なお、このマッチングのイベント、見学会ですとか面談会、こちらにつきましては、昨

年度、全ハローワークで４６２回開催したところでございますけれども、今年度は前年同

期の２割以上拡大して実施しておりまして、そういったものを含めまして、求職者の人材

不足分野企業への理解をより深めていただきまして、マッチングを図っていきたいという

ふうに考えております。 

 また、求人充足支援につきましては、これはハローワークの担当者による事業所訪問を

これまで以上に積極的に実施いたしまして、企業の皆様の状況など把握を行いながら、マ

ッチングに至る可能性を高めるための求人票のブラッシュアップといった取組を強化して

行っております。 

 それから、賃金引上げ等の企業への助成ということでございますけれども、こちらにつ

きましては、職業安定行政ではキャリアアップ助成金（正社員化コース）というのをやっ

ておりまして、こちらは、昨年度実績は支給決定件数３,５５３件で対象労働者数は５,０

１０人でございましたけれども、今年度９月末で１,７１３件の支給決定をしておりまし

て、対象労働者は２,３４６人となっておりまして、昨年度と同規模で推移しているとこ

ろでございます。 
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 それから、施策２のところでございますが、多様な人材の活躍促進ということで、こち

らのほうに女性の活躍ですとか、高齢者の就労、社会参加の促進、新卒者等々書いてあり

ますけれども、まず１個目のマザーズハローワークでございますけれども、こちらは県内

にマザーズハローワークは２か所ございまして、その後、マザーズコーナーを設置したハ

ローワークも１０か所ございます。これにつきましては、所内にキッズコーナーを設けま

して、子育て中の方でも来所して求職相談ができるような施設となっておりまして、そう

いった方々に対しまして、マンツーマンの支援、あるいは地域の子育て拠点など関係機関

と連携した就職支援を実施しているところでございます。 

 今年度につきましては、区役所ですとか市民施設での出張相談会ですとか、オンライン

セミナーの積極的な開催、ＬＩＮＥを活用したプッシュ型の情報発信などを行っておりま

して、周知の強化に努めているところでございます。 

 続きまして、三つ目の新卒者の就職支援でございますけれども、ここに新規学卒者とご

ざいますけれども、令和７年の３月の高校卒業者の求人・求職の状況でございますけれど

も、最新の７月末の時点では、求人数は対前年同期比９.１％の増となっておりまして、

求職者数は前年の同月と同数となっておりまして、求人倍率は３.５４倍となっておりま

して、前年同期比で０.３ポイントの上昇というような状況になっております。 

 次に、障害者の就労促進でございますけれども、民間企業における法定雇用率でござい

ますけれども、本年４月から２.５％に引き上げられまして、再来年の令和８年７月から

は、２.７％へとさらに引き上げられるということになっております。加えて、来年４月

には、除外率が１０ポイント引き下げられることになっております。 

 こうした中、各ハローワークにおきましては、採用から職場定着までの一連の支援を効

果的に行うために、関係機関と連携したチーム支援などを実施しておりまして、今年度か

ら創設いたしました障害者雇用相談援助事業によりまして、雇用経験ですとかノウハウが

不足している企業などに対しまして、労働局が選定した障害者雇用の先進的な取組をして

いる企業に支援していただきまして、雇い入れ支援というのを行っております。 

 その先進企業による業務の再点検ですとか、業務の切り出し、こういったことで障害者

の戦略化を視野に入れまして、経営的な視点で支援を行っているところでございます。現

在、県内で２６社の支援対象企業に対しまして支援を行っているところでございまして、

こうした事業を通じまして、障害者の戦力化による人材確保に取り組んでいるところでご

ざいます。 
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 それから、３点目のリスキリングによる能力向上支援でございますけれども、こちらは、

特にデジタル人材育成ということで、公的職業訓練のデジタル分野の重点化というのを図

っておりまして、ハローワークにおきましては、デジタル分野に係る公的職業訓練への適

切な受講勧奨ですとか、受講訓練前からの訓練終了後までのきめ細かな個別・伴走型の支

援を実施しております。 

 その下に人材育成の活性化、ここでは助成金でございますけれども、この助成金に関し

ましては、人材開発支援助成金という形でこちらの利用勧奨をしておるところでございま

すけれども、現在のところ、９月末で全体で４３０件で、昨年度を上回る規模での計画受

理となっておりまして、引き続き助成金の活用奨励のほうを行っていきたいというふうに

考えております。 

 最後に、すいません、６ページのほうに戻っていただきまして、枠外のところに、先ほ

ど総務部長からも雇用保険制度の改正につきまして若干お話ございましたけども、これに

つきまして、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。 

 雇用保険制度の見直しにつきましては、今年５月に雇用保険法等の一部を改正する法律

が成立し、６月に子ども・子育て支援法などの一部を改正する法律というのがそれぞれ成

立したわけでございまして、今般の雇用保険制度の改正では、個人の主体的なリスキリン

グなどへの直接支援をより一層強化、推進するということを掲げまして、一つ目は雇用の

セーフティーネットの拡大、それから二つ目は教育訓練、リスキリングの支援、三つ目は

育児期における多様な働き方の支援、この三つの観点から見直しが行われました。近年の

雇用保険制度の改正の中では、かなり多岐にわたる制度改正となっているところでござい

ます。 

 簡単にそれぞれを説明申し上げますと、まず一つ目は、雇用のセーフティーネットの拡

大ということをお話ししましたが、働き方の多様化が進展していることを踏まえまして、

令和１０年１０月から雇用保険の適用対象者を週所定労働時間が現行の２０時間以上から

１０時間以上の労働者まで拡大するということでございまして、この表でいきますと、一

番最後の令和１０年１０月１日ということでございます。 

 それから、二つ目の教育訓練、リスキリングの支援としては、４点ございまして、１点

目は、教育訓練給付について、令和６年１０月から最大給付率を８０％に引き上げて、教

育訓練受講による賃金増加ですとか、資格取得などを要件とした追加給付を新たに創設し

たということでございます。 
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 ２点目は、雇用保険の被保険者の方々が在職中に、教育訓練を受けるための休暇を取得

した場合に、基本手当に相当する給付として、令和７年１０月から教育訓練休暇給付金と

いうものを創設するということでございます。 

 ３点目は、雇用保険の被保険者以外の方を対象に、令和７年１０月から教育訓練費用と

生活費用を対象とする新たな融資制度というのを立ち上げることになっております。 

 ４点目は、令和７年４月から失業給付の給付制限期間を現行の２か月から１か月へ短縮

するとともに、在職中も含めまして、自ら雇用や就職に関する教育訓練を行った場合には、

給付制限を解除する仕組みを創設することとしております。 

 それから、大きな三つ目でございますが、育児期における多様な働き方の支援というも

のといたしまして、令和７年４月から２点の見直しを予定しております。 

 １点目は、出生後休業支援給付金というのを創設いたしまして、最大２８日間、休業開

始前賃金の１３％相当額を給付いたしまして、育児休業給付と併せて給付率８０％、手取

り賃金１０割相当の給付を行うということでございます。 

 ２点目は、時短勤務期間中の賃金の１０％を支給する育児時短就業給付というのを創設

するというふうになっておりまして、この表にもありますけれども、改正法の施行が段階

的となる中、最も大きな改正となる令和１０年１０月の雇用保険適用拡大に向けて、事前

の周知が大変重要であるというふうに認識しておるところでございます。 

 制度の詳細が決定いたしましたら、厚生労働省、福岡労働局のホームページですとか、

ハローワークの窓口などで広く周知するということを予定しておりますけれども、労使関

係団体の皆様にも周知の御協力を賜りたいと考えております。その際は御協力をお願いい

たします。 

 最後に、またお願い事で恐縮でございますけれども、例年ものではございますけれども、

雇用対策における国と地方団体との連携・協力した取組に関する令和５年度の実施状況並

びにハローワークにおけるマッチング機能の強化に関する業績の評価・改善の取組結果と

いうものがございまして、これにつきまして各委員の皆様に後日郵送させていただいてお

りまして、それにつきまして中をお目通しいただければというふうに考えております。 

 御不明な点がございましたら、職業安定部職業安定課まで御連絡いただけますと幸いで

ございます。 

 私の説明は以上になります。 
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（中山総務部長） 

 再度、総務部長の中山でございます。総務部関係について説明いたします。 

 総務部は、総務課と労働保険徴収課の二つの課からなっておりますが、総務課はまさに

局を統括する総務業務でございますので、労働保険徴収課で行っております施策業務につ

いて御説明いたします。 

 資料２－２の８ページでございます。 

 １点目は、労働保険の収納率向上でございます。 

 労災保険と雇用保険とを合わせて労働保険と呼ぶとされております。労働保険、雇用保

険とも法令により保険関係成立要件というものがございますが、例えば労災保険であれば、

労働者を１人でも雇用した場合には、ごく一部の暫定任意適用事業を除きまして、強制適

用、保険関係が強制的に成立するという制度になっております。 

 一方で、事業主の方々の状況も踏まえられまして、成立手続や保険料の納付については、

まずは自主的に申告手続を取っていただくという制度も採っているものでございます。 

 労働保険料は毎年度納めていただくことになるものですが、私どもでは申告いただいた

内容、労働者の賃金総額ですとか、建設請負金額、事業内容等を見させていただきまして、

徴収決定という行政行為を行っております。 

 収納率と申しますのは、この徴収決定した金額と実際に国庫に納付いただいた額との比

率ということになるものでございます。 

 表を御覧いただきますと、収納率の推移となっておりまして、令和５年度福岡労働局は

９９.３５％でございました。全国平均は９９.０９％でございますので、全国平均を上回

る収納をいただいているということでございます。 

 その下、収納未済歳入額縮減対策についてですが、誠実に申告をいただき、保険料を納

付いただいている事業主の皆様がほとんどであるわけでございます。こういったことから

も厳格に公平性を期していくことが非常に重要でありまして、効果的かつ組織的な滞納整

理に取り組んでおります。 

 資料を御覧いただきますと、時期を逸することなく財産差押えを実施、財産調査等の実

施ということで、差押えの行為ということも定められておりまして、滞納事業が行ってい

る業態を勘案した財産調査、例えば、医療機関等の事業場であれば、診療介護報酬がどこ

に振り込まれているかとかですとか、クレジット債権を持たれている会社であれば、どち

らから振り込まれるかというようなことも調べているものでございます。それから、会社
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が持っておられる預貯金というものも調査をさせていただく権限を持たせていただいてお

ります。 

 次に、２点目、未手続事業一掃対策の推進でございます。 

 先ほど御説明しましたとおり、法令の要件を満たした場合には強制加入となるものです

が、まずは事業主の皆様の自主的な申告手続制度を採っております。しかしながら、どう

しても手続をいただけない場合には、私どものほうで的確に事業場に係る情報収集を行い

まして、手続に係る指導や督励等を個別に強力に進めているところでございます。 

 また、全国労働保険事務組合連合会様という団体がございますが、当該団体様と厚生労

働本省との間でこの業務を大きく補助していただく業務委託契約を結んでいるところでご

ざいます。連合会様には各県に支部がございまして、私どもも福岡支部様と綿密に連携を

取って、着実に業務を進めているところでございます。 

 その下の部分でございますが、毎年１１月は未手続事業一掃強化期間となっておりまし

て、そもそも労働保険の適用・徴収業務は常日頃間断なく行っているところでありますが、

特に１１月がこの一層強化期間というふうに設定されているものでございます。 

 ホームページでの広報ですとか、ポスターを掲示させていただく、それから主要な駅に

デジタルサイネージですとか、電車内に吊り広告を出させていただくというようなこと、

それから関係機関の広報誌等に載せていただくというようなことを通しまして、労働保険

に加入をいただくということについて、しっかりと周知広報するという期間で取り組んで

おります。 

 ３点目、労働保険手続の利便性の向上についてでございます。 

 資料の右側でございますが、上部は保険料の口座振替の促進、下のほうは電子申請につ

いて記載しております。 

 口座振替につきましては、令和５年度は２５.１％の利用率となっております。労働保

険料を金融機関の口座から引き落とさせていただくということでありまして、継続的に金

銭が入金されている口座が必要ということでありますので、こういった率でもございます

が、さらに普及促進に努めてまいるところでございます。 

 電子申請につきましては、令和５年度で２５.９％の利用率となっており、どうしても、

なりすましを防止する観点から電子認証を取っていただくということが必要になるところ

でございますが、これにつきましても、普及に向けてしっかり対応してまいるところでご

ざいます。 
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 最後に資料２－３でございますが、上から１段目から３段目でございますが、本年度９

月末時点の労働保険適用徴収関係の数値ということになっております。年度の途中でござ

いますので、現在このような数字になっているものでございます。 

 以上をもちまして、令和６年度の労働局の施策についての御説明を終わらせていただき

ます。 

 

（山下会長） 

 どうもありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして御意見、御質問等がありましたらお願いしたいと思ってお

りますけども、今回はまず事前にいただいております質問に事務局から御回答をお願いい

たします。 

 

（田村労働基準部長） 

 まず、労働者代表委員の連合福岡ユニオンの寺山委員の御質問で、賃金の引き上げ状況

ということで触れさせていただきます。 

 指標も幾つかあるんですが、例えば毎月勤労統計調査における福岡県の今年５月時点で

すけど、賃金の引上げ、これが対前年比で２.４％になっております。 

 そのほか最低賃金審議会というものがこの７月８月に集中して、労働局のほうで開催を

させていただきましたが、その中で使った指標としましては、これは厚生労働省の賃金改

定状況調査の結果に基づくものなんですけど、全国４７都道府県、ＡＢＣの３ランクに分

けた中に、福岡県が入っているＢランクにつきましては、賃金上昇率が２.４％という数

字がございます。 

 また、ここにもおられますけど、連合福岡様あるいは福岡県経協の皆様からも春闘結果

というものが出ておりますが、これはお話ししたほうがよろしいでしょうか。いいですか。

そこはよろしいですか。それでは以上となります。 

 

（新納雇用環境・均等部長） 

 雇用環境・均等部の新納でございます。 

 引き続き連合委員の寺山様から御質問がありました価格転嫁の進み具合と業務改善助成

金の活用状況ということがございまして、この２点御説明させていただきます。 
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 価格転嫁の進み具合と言いますと、私ども直接の調査結果がないんですけれども、既に

皆様御承知のとおり、中小企業庁が実施しております価格交渉促進月間２０２４年３月の

フォローアップ調査結果というのがございまして、こちらが私どもが把握したものでは一

番新しいのかなと思っております。 

 コスト全体の価格転嫁率は４６.１％になっておりまして、昨年９月の調査時よりも０.

４％が増加しているところでございます。この際、中小企業庁の評価といたしましては、

価格転嫁の裾野はさらに広がりつつある一方、転嫁できた企業とできない企業で二極化の

兆しもあり、転嫁対策の徹底が必要と言っているとのことです。 

 価格転嫁の状況につきましては、県のほうも調査をなさるということを伺っております

が、私どもが直接調査したものがないので御容赦願えればと思います。 

 ただ、適切な価格転嫁が実施されるよう機運醸成も含めまして、努めてまいります。 

 それと、業務改善助成金の活用状況でございます。 

 こちらは昨年度かなり全国的にも多い数字でございましたが、今年の９月末時点、あく

まで速報ですが、昨年度の同時期よりも１.５倍の活用状況、申請件数となっております

ので、昨年よりはまた少し皆さんに御利用いただいているかという状況でございます。 

 以上でございます。 

 

（中野職業安定部長） 

 私どもではキャリアアップの支援策ということで、有期労働者の方々あるいは短時間労

働者の非正規雇用労働者の企業内におけるキャリアアップなどを促進するため、正社員化

処遇改善の取組を実施した事業主に対しまして、キャリアアップ助成金を支給しておりま

す。 

 このキャリアアップ助成金でございますけれども、非正規労働者を正社員化した事業主

に支給する正社員化コースの実績でございますけれども、令和４年度の支給決定件数が３,

０１２件ございまして、正社員化の対象労働者が４,２８０人ということになっておりま

す。その翌年度の令和５年、昨年度ですね、５年度は支給決定が３,５５３件で、正社員

化の対象労働者数が５,０１２ということで増加しております。 

 ６年度につきましても、先ほどちょっと述べましたけれども、９月末時点で支給決定１,

８３７件やっておりまして、ほぼ同水準で推移している状況でございます。このうち支給

決定の多い業種といたしましては、令和４年、５年度ともですね、医療・福祉がございま
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して、これ３０％ほどやっております。それから、卸売業・小売業、これが約１３％ござ

います。それから、生活関連サービス・娯楽業、こちらが１１％ということで、こういっ

た事業所の利用が多くなっているところでございます。 

 以上でございます。 

 

（新納雇用環境・均等部長） 

 雇用環境・均等部の新納でございます。 

 引き続きまして、別の質問を寺山様から質問いただいておりますので、それについて御

説明したいと思います。 

 まず、男性の育児休業の関係でございますが、私どもの調査で雇用均等基本調査という

のを毎年実施しているところでございます。これは、ただ、全国調査でございます。 

 男性の育児休業につきましては、３０％を超える数字となっているんですけれども、そ

の内訳が産後パパ育休を取っているのか、通常の育休なのかまでの内訳は取っておりませ

んので、この点不明ということで御容赦いただければと思います。 

 有期雇用労働者などの取得率はいかがなんだろうかというお話なんですが、これは有期

雇用とそれ以外で分けて取っているものがございまして、本調査によりますと、女性に関

しましては、この調査が令和３年１０月１日から４年９月３０日、１年間に在職中に出産

した女性のうちということで取っております。令和５年１０月１日までに育児休業を開始

した者の割合、女性は８４.１％。有期雇用労働者のうち、同じようなところで取ってみ

ますと、７５.７％というところになります。 

 次に男性のほうでございますと、育児休業を開始したものが３０.１％、有期雇用労働

者の取得率は男性の場合２６.９％となっているところです。これは、有期のほうが少し

低い数字になっております。 

 復職状況、育児休業後の復帰ということにございますと、やはり同じ調査でございます

が、これは別段有期雇用とそれ以外でと分けて集計がされておらず、女性の令和５年の復

職者というのが９３.２％、男性の場合は９７.３％という状況でございます。 

 次に、無期転換ルールについての御質問ですが、無期転換した場合、その人はどういう

位置づけ、例えば正規になるのか、非正規になるのかというふうな御質問があっているん

ですけれども、無期転換ルールの場合は有期が無期になるということになっておりますの

で、ある企業ではもしかしたら無期がイコール正規社員にする場合もあれば、そうじゃな
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くて別に無期雇用だというものをつくられる場合もありますので、ここは一概には私ども

もちょっと分からないというか、絶対正社員にするというものではなく、有期が無期にな

るというものでございますので、ケース・バイ・ケースかなと思っております。 

 次に、同一労働同一賃金の関係でございますが、同一労働同一賃金、パートタイム・有

期雇用労働法が２０２１年に中小企業も含めて全面適用になっております。企業もやはり

いろいろな取組、どんなふうにして処遇を見直したらいいのかという取組というのも進め

られておりまして、その取組事例といたしましては、先ほど御紹介いたしました多様な働

き方の実現応援サイト、こちらのほうに取組事例としてまとめておりますので、こちらを

活用いただければとお勧めをしているところでございます。 

 実際に私どものほうにもいろいろ御相談がございまして、やはり均衡・均等処遇、あと

はバランスを取るというか、イコールではないんだけども、何がしか責任とか何かが違う

んだけども、どういうふうなことが不合理な差じゃないのだろうかということでの御相談

が寄せられるところでございます。 

 私どもといたしましては、法律にそって中身を確認いたしまして、必要な指導等を行う

んですけれども、そのときに考え方として、同じ仕事をなさっている、責任の程度が違う、

中核的業務が違うとしても、そこはバランスを取ってということで、一つは働き方改革推

進支援センターの専門家を御紹介というか、センターの活用をお薦めいたしまして、そち

らのセンターの専門家と一緒に考えていただくなどということもしているところでござい

ます。 

 このように処遇などの見直しも行う企業も増えてございますので、いろいろな賃金につ

きましても、おおむね格差は確実に縮まっているかと言われるとあれなんですけれども、

やはり見直しをして、同じような仕事あるいはその責任に応じた処遇という形で考えられ

て進んでいるというところではないかと把握をしているところでございます。 

 私からは以上でございます。 

 

（中野職業安定部長） 

 すいません。引き続き１点、非正規社員からですね、正規社員への転換などについての

取組事例ということで御質問がございまして、私どものやっている助成金の１例でござい

ますけれども、キャリアアップ助成金の１例でございますけれども、この助成金につきま

しては、助成金の対象者を正社員化する要件といたしまして、正社員転換後で３％以上の
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賃金上昇と、賞与または退職金の制度かつ昇給が提供されることが必須となっているとこ

ろでございます。 

 そういった中ですね、食品製造業の事業主の方で採用から６か月から１１か月経過後に

正社員に転換したというケースがございまして、正社員転換に伴いまして、賃金が１０％

上昇して、賞与及び昇給が適用されることになったというようなことで、この対象者の方

が母子家庭の母ということでございまして、それには助成金の加算がありまして、そちら

の対象にもなったというような事例がございますので、御報告させていただきます。 

 

（山下会長） 

 それでは、寺山委員のほうから何かございますでしょうか。 

 

（寺山委員） 

 すいません。いろいろありがとうございました。 

 １点だけちょっと無期雇用転換の件で、ちょっと一言言わせてください。非常にちょっ

と無期雇用転換、今の非正規、有期の人にとってはやっぱりまだ使いにくいものになって

いるのかなと思います。 

 まず最初に、無期雇用は労契法１８条があったとしても、最初に雇用年限を設定されて

しまって、雇用年限が５年というふうに設定されてしまった場合に非常にそれがもう難し

くなるということと、無期雇用転換した場合には、それまで有期だったときの労働条件が

そのままというところが原則になっています。なので、やはり無期雇用転換イコール正社

員になれるというふうに期待している有期の人が多いんだけれども、そこが現状の法律で

は難しいのでというところなんで、ここはぜひ運動で変えていかなければならないとは思

っているんですけれども……。 

 同じ労働条件を維持されるということが法律で定まっているにもかかわらず、使用者側

がですね、無期雇用転換をするならば、こういう条件、この労働条件を変えるよと。例え

ば配置転換あるよとか、今までこれぐらいのやっぱり多く働き、いわゆるフルタイムでは

ない労働時間とかを望んでいる人もいるんだけれども、無期雇用になればフルタイムにな

ってもらうとかですね、そういう違法な条件を付けるというような事例もちょっとあって

いるようですので、少なくとも今の労働契約法１８条の遵守というか、できるだけそれを

希望する人が安全に転換できるようにですね、ぜひ指導をやっていただきたいと思います。 
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 以上です。 

 

（山下会長） 

 よろしいですかね。 

 それではただいまの回答も含めまして、ほかに御意見、御質問ございましたらお願いい

たします。オンラインで御出席の皆様につきましては、発言を希望される場合は、チャッ

トに書き込みをしていただくか挙手をお願いいたします。こちらから発言をお願いしまし

たら、マイクをオンにして発言をお願いいたします。 

 何か御質問等ありますでしょうか。 

 

（田中委員） 

 すいません。ＴＯＴＯの田中でございます。御説明ありがとうございました。 

 ちょっと全体の資料を今回、非常に変化点が明瞭な資料を頂戴いたしまして、大変、取

組の変化といいますか、労働局の進化の具合がですね、私どもにも非常に分かりやすく伝

わってまいりました。ありがとうございます。 

 ＫＰＩの公開とかもなかなか勇気が要ることなのではないかと思いましたけれども、私

どもにとっては何をどこまで取り組まれる目標を持っておられるのかということが明らか

になるということで、非常に成果が楽しみになってまいりました。 

 そこでということで、ちょっと素朴な疑問なんですけれども、資料２－２の２ページで

ございますが、右側の円グラフのところで、令和５年民事上の個別労働紛争の相談件数の

内訳を表示いただいておりますけれども、２番目の吹き出し、自己都合退職による労働紛

争というところについて、これはちょっと私の理解力が不足していまして、自己都合退職

だから紛争ということでしょうか。それとも自己都合退職が不服ということでの紛争でし

ょうかというお尋ねをさせてください。 

 

（新納雇用環境・均等部長） 

 雇用環境・均等部の新納でございます。御質問ありがとうございます。 

 自己都合退職の紛争の一つ典型的なものは、自分が辞めたいと言うんだけれども辞めさ

せてくれないというのが、ある意味典型的なものでございます。 
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（田中委員） 

 ありがとうございました。 

 こういった取組は私ども企業のほうでもですね、やっぱりハラスメントにつながらない

ようにということで、何が事由で紛争につながっているのかというのを裏返して、課題化

して取り組んでまいりたいと思っております。 

 ありがとうございます。 

 

（山下会長） 

 ほかの方で御意見お願いいたします。 

 

（吉田委員） 

 西日本鉄道で人事部長をしております吉田です。丁寧な説明、詳しい説明ありがとうご

ざいました。 

 多様な人材の活躍促進という意味で、私は障害者雇用の特例子会社の社長も兼務してお

りまして、今、雇用率のアップと、それから私ども道路運送業をやっているというくくり

の中で除外率のところも適用していただいているんですが、そこの除外率の引下げという

ところがやはり非常に大きい影響があるなというところで考えているところです。 

 昨今なかなか大卒・高卒で直接就職しようという方が少しずつ減っているようで、就労

移行支援事業所からの雇用というのが最近ここ増えているなという認識もある中で、少し

でもそういった活躍の場がグループ全体の職場を生かしてできるようにという取組をして

いるんですけれども、雇用率の引上げと除外率の引下げというところの中で、特に除外率

のところの影響後、何とか法定雇用率を守るべく、今、拡大をしているところなんですが、

非常に厳しいなというふうに思っていまして。 

 その辺が、私どもがやっている取組というのが、全国的に、それから福岡県内でどうい

う状況なのかなというのがどっかのタイミングで確認できると、またモチベーションを持

ちながら取組ができるのかなというふうに思っていまして。 

 その辺が今、事業者としてそういう取組をしているところが全体の中でどれぐらいが雇

用率を達成していっているのかみたいなものはキャッチアップしながら取組をしていきた

いなというところで、その情報がなかなか取りにくいなというところがありますので、も

しそういう機会が提供していただけるようであれば、全国、福岡、そういった数値がいた
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だければありがたいなと思ったところでした。 

 ありがとうございます。 

 

（小野寺労働局長） 

 それでは、私のほうからお答えをさせていただきます。 

 障害者で働きたい方がこれだけ増えてきて、実際に雇用も進めていただいているという

状況の中で、雇用率が引き上がっていっていて、また、今回は思い切って除外率の引下げ

ということも併せてやらせていただいたので、雇用サイドとしてはかなり厳しい状況とい

うのは重々認識をしておりまして、その中で本当に真摯にお取組をいただきまして、本当

にありがたく思っております。 

 まず、福岡県内においての自社の状況や、福岡県が全国においてのどういう状況にある

かということで、全体の数値的な把握としては、雇用状況報告になろうかと思います。取

りまとめを通常ですと年末に発表させていただいておりまして、福岡県下でどのぐらいの

企業が達成しているかということ、併せまして、本省も全国の状況を発表いたします。そ

の中におきまして、都道府県の状況が数値的に把握できると思います。 

 併せてもう一つ大事なのは、各企業の中において、実際に障害者雇用を進めていらっし

ゃる立場の方たちが、他社がどういうことをやっているかということを情報として取りに

くいというご意見もありましたので。これはまさに企業の皆様方の有志の集まりというこ

とですけれども、実際に支援を進めていらっしゃる支援者だったり、担当者の横のつなが

りを９月の２４日だったか、ちょっと詳しく日程を今、覚えておりませんが、９月に実は

立ち上げをいたしまして、西鉄さんもお入りいただいているかと思います。 

 また、そういうところで他の企業の取組なども共有する機会をお声かけをさせていただ

いてつくらせていただきましたので、情報共有を図っていただきながら、お互いに知恵を

だしあいながらということで進めていっていただけるとありがたいかなというふうに思い

ます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（山下会長） 

 それでは、ほかの委員の方で何か御質問ありますでしょうか。 
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（寺山委員） 

 すいません。今日のレジュメの今年の重点施策というところには載ってないところなん

ですけれども、ちょっと全般的な要望ということで発言させてください。 

 先月ですね、西日本新聞の記事にも出ていたんですけれども、面接に行ってみたら、ハ

ローワークの求人票と違うとかですね、最初の入り口の部分で労働上トラブルが起こって

いるなというのを日頃の労働相談でも感じています。 

 まず、ハローワークの求人票の内容と実際の労働条件が違うとか、あと面接で口頭で説

明された内容と後日発行された契約書の内容が違うとか、そういうトラブルが昔から多く

て、今も変わらないんですけれども、労基法で実際の労働条件が違っていたら、労働者は

即時に辞めることができるというふうにはなっていますけれども、労働者が辞めることを

目的に会社に入っているわけではありませんので、もうできるだけハローワークで求人票

を受け付けられるときには、本当に実際の労働条件を明示するようにということを徹底さ

せていただきたいと思います。 

 また、労働条件の明示義務については、今年の４月にですね、法律が改正されて厳しく

なったとは認識はしているんですけれども、やはり依然としてありますし、ぜひ本当に最

初の労働条件の明示義務のところの指導を強化していただきたいと思います。 

 それともう一つですね、私どもがフリーシフトと呼んでいる問題なんですけれども、特

にパートとか有期の人に多い、パート労働者に多いんですけれども、契約書の中できちん

と労働時間とか労働日数が明示されていない問題で、忙しいときには物すごく多く働かせ

て、暇になったらもう週１日か２日しか働けなくて、いわゆる労働時間や労働日数はシフ

トにて定めるとしか書いていないので、そのような運用を許してしまっている問題があり

ます。 

 最近では実際は週４、５日働いていて、社会保険にも入っているにもかかわらず、契約

書には休日が週５日というふうに書いてあるんですよ。なので、「休日労働あり」みたい

になっているからだと、週２日はこれをそのまま読み取れば、週２日は働けるけど、週５

日休日にされてしまう可能性もあるというように、非常に問題のある契約書だなと思って

いて。 

 特に外国人だったので、よく日本語も分からずサインしてしまっている状態があります

ので、きちっと労働日数とか労働時間はできるだけ確定させるような指導を強化していた

だきたいと思います。 



 -34- 

 以上です。 

 

（中野職業安定部長） 

 すいません。今の求人の条件の相違でございますけれども、一応、ハローワークといた

しましても、事業所に徹底して確認は行っておりまして、まずそういう事例がございまし

たら、当然、改善指導あるいは求人を受け付けないというような処置もしておるところで

ございますが、引き続き、労働条件の相違とかないように事業所にも周知したりしながら、

これについては進めていきたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

（山下会長） 

 それでは、酒匂委員のほうから。 

 

（酒匂委員） 

 酒匂です。 

 今、寺山さんがおっしゃった点はちょっと付け加えですけれども、西日本新聞に書いて

ありました。ありがとうございます。 

 今の御回答にもありました、徹底して確認して指導ということなんですけれども、この

記事の中で言っていたのは、やはり弱い立場でもうこの条件でしか働けないということで

やっぱり飲み込んで、我慢して働いているという状況もありました。 

 なかなかこういう場合は表に出るというのは難しいんですけれども、個別の指導ももち

ろんですけれども、全体的に啓発なども力を入れて行っていただきたいなというのを今、

付け加えさせていただきます。 

 それで私が質問したいのはですね、資料の２－２の４ページの労働基準行政のところな

んですけれども、労災の死亡災害がかなり増えている。そして、死傷災害も増えていると

いうことで、これがなぜ増えていると分析されているのかということをお尋ねしたいと思

います。これが１点。 

 あと、同じページの隣で脳・心臓疾患の請求件数の推移がこれもかなり増加傾向にある

ということで、今、労働時間の規制というのは進んでいながら、なぜこれが増加している

のかという分析。 



 -35- 

 この二つをお伺いできればと思います。 

 

（大野安全課長） 

 私、労働基準部安全課の大野と申します。 

 座ってお話をさせていただきます。 

 死亡災害、死傷災害、これらが増えている状況にございますが、本来ですと、長期的な

視野で見ているときは、安全に対する技術の進化というのがありまして、かなり現状とし

て減ってきているというところがあったんですけれども、近年、そこの歯止めがあまり効

いていない状況で、数値的になかなか下がらないという状況までは来ていたんですけれど

も。 

 その中で、労働災害の防止計画につきましては、５か年計画というのをこれまでずっと

続けてきまして、令和４年を一番最終年度とする第１３次労働災害防止計画、こちらのほ

うの最終年度で４ページの、グラフにもあるんですけども、令和４年の数字というのは、

この１３次防の取組によりまして、特に死亡災害につきましてはですね、かなり減少が見

られたということがございます。 

 ただ、この反動ではないんですけれども、令和５年度に３３件まで増えてしまったとい

うのが、それまでの令和２年、令和３年ぐらいの件数まで戻っているというのがまず一つ

ございます。 

 その要因として、コロナの時期に仕事が大分少なかったというか、滞っていたというと

ころが経済活動が上向いたということも一つありまして、特に建設業や製造業につきまし

ては、仕事の状況が増えてきているというのが災害の増加には反映しているのかなという

のが一つございます。 

 それから一つ傾向として、死亡災害は建設業と製造業で、多いという傾向がございます

けれども、特に、建設業などは高年齢の労働者が仕事をしている状況というのが非常に多

くございます。 

 高年齢労働者につきましては、技術的なものからいけばかなりベテランの方々ですので、

技術のノウハウというのはあるんでしょうけれども、一方で、身体的な能力低下というの

がどうしても見られるということで、例えば１回転倒したときに、若年者であればけがに

至らないものが、高齢者は大きなけがにつながってしまうというような状況も見られます。

やはりこの高年齢労働者の災害が非常に増えてきているというのは、労働災害の増加に非
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常に影響しているのではないかなと思っております。 

 ですので、この高齢者の転倒、それから身体的な能力低下によって、その辺りの災害が、

増加の影響の大きいところかなというふうに考えておりますので、これからは、高年齢労

働者の労働災害を防ぐような、高年齢労働者にやさしい職場環境の創生というのは、避け

て通れないところかなと思っておりますので、現在、エイジフレンドリーガイドラインと

いうのが出ておりますけれども、こちらを基に、これから高年齢労働者が働く環境を、し

っかり整備していただきたいということで、呼びかけをさせていただいている次第でござ

います。 

 

（田村労働基準部長） 

 今の説明に付け加えさせていただきます。 

 一つは、まず災害の分析ということで、どういうふうにやっているのかということでご

ざいます。今、安全課長のほうからも御説明いたしましたが、令和５年度から第１４次労

働災害防止計画ということで５か年計画を組みました。これはその前の令和４年度までの

５か年の災害を分析して、福岡の中でもいろいろな業種、いろいろな災害・事故の型、こ

ういったものを分析して、次の５か年でどうやって災害を防止していこうかというものの

基軸として作ったものでございます。 

 また、毎年毎年の１年間の災害、それから業種、それから年齢層、そういったものも行

政で分析をしまして、翌年度の労働基準行政、特に安全衛生行政につき反映をしていくと

いうことで、労働基準監督署に通達を示したり、あるいは関係団体、災害防止団体の皆様

に御協力を求めるべく、安全週間あるいは衛生週間というところの機を捉えまして、災害

防止を訴えていくということをさせていただいているところです。 

 また、傾向としましては、最近は高齢者の災害ですとか、あるいは女性の進出というこ

ともあるんでしょうが、転倒の災害、先ほど私の説明でも話したんですけど、社会福祉施

設あるいは商業・小売業で転倒災害とか、ちょっと重い物、重量物を持ったときに腰を痛

める、膝を傷める、筋を傷めるといった災害が増えております。 

 これらは今後も増えていくと思っておりますので、プラスＳａｆｅ協議会で、特に社会

福祉施設と卸・小売業に対しては、有識者の方とか業界の方をメンバーに交えまして、対

策について御検討を一緒に行い、その内容をホームページとかにして、皆様方に周知する

べく、今、尽力をしているところでございます。 



 -37- 

 まず、先ほどの１点目につきましての説明は、今のような形で補足をさせていただきま

した。 

 

（島田労災補償課長） 

 労働基準部労災補償課長の島田と申します。 

 御質問いただきまして、ありがとうございます。最近の脳・心臓疾患の請求件数の推移

についての御質問と承っております。 

 傾向といたしましては、御覧の資料のとおり、令和３年、４年、５年と今、増加傾向と

いうことになりまして、先ほど安全課長のほうからも御発言がありましたとおり、今、増

加傾向の要因といたしましては、やはり経済活動が一番関係しているのではないかと思っ

ているところであります。 

 あと、施策のほうで説明させていただいたとおり、過労死等防止月間等の啓発活動です

ね、それらの活動に基づきまして、労災の周知がなされたことにより、請求件数が増加し

たことから、支給件数も上がってきているのかなと思っているところでございます。 

 実際に御覧のとおり、令和２年から３年は減っているんですけれども、これもコロナに

よる経済活動による影響が大きいものではないかと思っております。 

 今年度、令和６年におきましては、昨年度よりもいわゆる脳・心臓疾患の請求件数とし

ては、減少しているという状況ではありますが、まだちょっと先の経済傾向等々で読めな

いところもありますので、そういった推移を見守りまして、請求に迅速に対応するように

努めてまいりたいと思います。 

 回答といたしましては、以上です。 

 

（田村労働基準部長） 

 脳・心臓疾患の請求につきましては、基本的には今の考えで請求件数がちょっと増えて

いるのかなというふうに思いますが、ちょっと加えますと労働時間の規制はしっかり行っ

てきているところです。 

 令和元年からも労働基準法違反ということでは、非常に労働時間の件数がちょっと減っ

ているというところがあるんですが、逆に、この労働時間を規制することで今、人材不足

というところもございまして、一人一人に長時間労働がどうしてものしかかる。いわゆる

法の中では見つけられないような労働者もございます。 
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 そういった方も実際の請求の中身なんかを見ますとございます。 

 また、労働基準法違反とは別に、労災請求の中身について請求、業務の労災の認定、不

決定というのは見ていきますので、本当はあってはいけないんですけど、法違反あるいは

法違反に限りなく近い長時間労働というのも、どうしてもあるのかなと思っております。 

 酒匂委員、よろしいでしょうか。 

 

（酒匂委員） 

 御説明ありがとうございました。 

 全体にコロナからの復活というか、経済活動の影響が一つあるというのと、あと高齢者

の方が労働者が増えているのは周知のことですけれども、ガイドラインもできて、これを

もう徹底していくということが必要なんだろうなというのは改めて思いました。 

 あと、今おっしゃった法の中では見られないという部分はなかなか難しいとは思うんで

すけれども、多分この辺りでこういう限界で苦しんでいる労働者の方というのはいっぱい

いらっしゃると思いますので、引き続き実効性ある対策をお願いできればと思いました。 

 以上です。 

 

（山下会長） 

 すいません。それでは私から。 

 今のとの関連でちょっと。これは多分、具体的に分析できないとは思うんですけど、認

定基準の運用が変わりましたよね、数年前だったですかね。若干、付加的要因なんかを重

視するような。 

 

（田村労働基準部長） 

 脳・心臓疾患のことですね。 

 

（山下会長） 

 はい、そうですね。脳・心臓疾患で。そういったところの影響は多分、分析しても難し

いんでしょうけども、認定率が４１件中１６件ということで、令和３年のは、やや特殊か

もしれませんけども、それまでだったら多分２割ちょいとか３割ぐらいだったのが、４割

近くまで来ているというのは、そういうのがあるのかなと。これ全然お答えいただかなく
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ていいんですけども。 

 それと、もう１点なんですけど、精神疾患の認定のほうは、昨年といいますか、令和４

年度と５年度で何か変化とかはあったんでしょうか。 

 

（島田労災補償課長） 

 御質問いただきまして、ありがとうございます。 

 御質問いただいた回答といたしましては、御質問のあったとおり、脳・心臓疾患につき

ましては、改正のほうが令和３年になされまして、いわゆる旧基準と新基準ですね。旧基

準におきましては、いわゆる時間、８０時間という超過勤務時間が主たる基準だったので

すが、新基準においては８０時間プラスその他の要因をプラスアルファして判断するとい

うことで、それにより何件増えたという影響はわからないところです。雑駁な言い方で申

し上げますと、認定基準のハードルが下がっていることになっていますので、認定する行

政の側としては、認定基準の件数に多少なりとも影響しているものではないかなと思いま

す。 

 精神障害の改正概要といたしましては、令和５年９月から施行されているんですけども、

昨年の、主に三つありまして、一つは心的負荷の評価表が見直されたということが一つと、

いわゆる精神障害の悪化部分についての範囲を見直したこと、認定の際の医学的意見の集

約方法を見直したというものですが、精神障害の請求件数は増加傾向になっておりまして、

今年度におきましても、昨年度の急増より、さらに増加しているという状況になっており

ます。 

 こちらも先ほど脳・心とちょっと回答ぶりが重複するかもしれないですが、そういった

認定基準の改正による請求件数もそれに対応して増加しているようですので、今、順次対

応させていただいているところでございます。 

 回答といたしましては、以上です。 

 

（田村労働基準部長） 

 会長、ちょっと補足をしてよろしいでしょうか。 

 件数につきましては精神障害は増加傾向でございます。増加の要因というのは、いろい

ろなことが考えられるんですが、一つ、いい話というと失礼ですけど、例えば私どもの雇

用環境・均等行政で、ハラスメント関係の所管をしておりますが、職場におけるハラスメ
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ントについての指導啓発、これを年々しっかり行ってきていることで、今までハラスメン

トじゃなかったのかなとか、これは精神疾患として訴えていいのかなというような、今ま

ではそう思っていなかったものが、掘り起こしという言い方はあれですけど、労災請求と

いう形になってきている部分もあるのかなと思っております。 

 また、もう一つはですね、ちょっとまた先ほど私もちょっと資料で説明をしたんですが、

例えば人が減っているとか、例えばコロナの時期とか、いろいろなことを経済情勢とか職

場の環境もちょっと悪化したりしたときもあります。そういったときに働く方々がどうし

てもストレスを抱えてきたということもあります。 

 また、請求件数の中も見ますと、大企業の企業というのはしっかりそういう精神的なも

ののサポートがしっかりされていると思うんですが、なかなか小規模事業場でストレス、

抱えている心の問題についてのケアがちょっと弱いのかなということで、請求にも表れて

いるところでございます。 

 健康確保対策にもつながるんですけど、とにかくまずストレスチェックの事業場を、５

０人以上規模は先ほどちょっと９割ぐらいできているということをお話ししたんですが、

どうしても５０人未満のところが３割ぐらいで低迷しているといったこともありますので、

健康課を中心にですね、こういったところはもうちょっと率をしっかり上げていかなきゃ

いけないということで、取り組んでいるところでございます。 

 会長、よろしいでしょうか。 

 

（山下会長） 

 丁寧に御回答いただいてありがとうございます。 

 ほかの委員の方は。 

 

（庄崎委員） 

 福岡県経営者協会の庄崎です。御説明ありがとうございました。 

 一つはですね、持続的な賃金引上げということで、これは意見ですけれども、今年の最

低賃金５１円で５％ということで決まりました。それに向けて、やはり中小・小規模事業

者の対策ということで、適切な価格転嫁だとか各種支援策ということで、労働局のほうに

もリードしてもらって、組合のほうと政労使一体で取り組んでいるというところで、本当

に感謝しているところです。 
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 ただ、昨今はやっぱり２０２０年代までに１,５００円ということも言われるようにな

りまして、そうすると１０％近い引上げという形になりますので、その辺は非常に持続的

な賃金引上げについては、当然やっていくべきことだとは思うんですけれども、そういう

ところの１０％というところになると、非常に懸念もあるところでありますので、その辺

はいわゆる価格転嫁だとか支援策だとか、その辺がうまく回っているかどうかというとこ

ろを確認しながら、慎重に対応していっていただきたいというふうに思っていますので、

よろしくお願いします。 

 それから、もう一つ、経営者側としても九州の経済界でも働き方、魅力ある職場づくり

ということで、男性の育児休業取得率ということに力を入れていこう、大きな課題だとい

うふうに思っているんですけども、先ほど５年度で３０.１％ということで、順次、取得

率が上がってきているということで、これをもっともっと上げていくように取り組んでい

きたいというふうに思っているんですけども。 

 一つ、私はデータがちょっと取れなかったんですけど、３０.１％というときに、いわ

ゆる取得日数というのは平均的にはどのぐらいになるのか。これだけちょっと質問、今日、

分かれば教えていただきたい。 

 

（新納雇用環境・均等部長） 

 雇用環境・均等部の新納でございます。御質問ありがとうございます。 

 この調査はあくまでも雇用均等基本調査において、取得期間５日未満とか、５日から２

週間未満とか、そういうふうなくくりで調査しているものでございます。 

 ちなみに男性、令和５年度ですと、５日未満が１５.７％、５日から２週間未満が２

２％、２週間から１か月未満が２０.４％、１か月から３か月未満が２８％というところ

でございます。 

 ただ、ちなみになんですが、令和３年度の調査と比較しますと、例えば２週間から１か

月未満の取得は、１３.２％だったのが２０.４％になっている。逆に５日未満ですね、５

日未満は令和３年度は２５％だったんですが、それが１５.７％に落ちていると。ですか

ら、どちらかいうと少し長めになってきましたというところでございます。 

 よろしいでしょうか。 
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（庄崎委員） 

 ありがとうございます。 

 

（山下会長） 

 ほかの委員からはいかがでしょうか。よろしいですかね。 

（「なし」の声あり） 

 

（山下会長） 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、本日の議事は全て終了しましたけども、ほかに何かございますでしょうか。

よろしいですかね。 

（「なし」の声あり） 

 

（山下会長） 

 なければ、以上で審議会の全ての議事が終了となります。 

 皆様、円滑な議事運営に御協力いただき、どうもありがとうございました。 

 それでは、事務局のほうにお戻しします。 

 

（司会） 

 山下会長、円滑な議事運営をいただきまして、誠にありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして、令和６年度第１回福岡地方労働審議会を終了いたします。 

 皆様、ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 


